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  監 査 公 表       

静岡市監査公表第１号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を

実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により下記のとおり公表する。 

平成31年３月29日 

静岡市監査委員  村 松   眞 

同     杉 原 賢 一 

同     遠 藤 裕 孝 

同     井 上 智 仁 

 

記 

 

１ 監査の基準 

  本件の監査は、静岡市監査基準（平成29年静岡市監査委員告示第１号）に基づいて実施

した。 

２ 監査の種類 

  定期監査（静岡市井川財産区） 

３ 監査の対象 

  原則として、平成30年４月１日から同年10月31日までに執行された事務事業を対象に監
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査を実施した。 

４ 監査の着眼点 

（１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）事務処理で法令等に違反するものはないか。 

（３）事務事業の執行に当たっては、財産区財産の管理及び処分又は廃止の適切な実施に努

めているか。 

（４）その他事務の執行が適正かつ的確に行われているか。 

５ 監査の主な実施手続 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が適正に行われて

いるかについて、正確性、合規性、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の観点から、関係書

類の調査、関係職員からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 

６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

   監査委員事務局執務室など 

（２）日程 

   平成30年11月９日から平成31年３月29日まで 

７ 監査の結果 

  監査した結果、指摘事項及び指導事項はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

（注） 

１ 指摘事項とは、法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性、若しく

は有効性の観点から改善を要する事項など、特に指摘すべき事項として、地方自治法の

規定に基づき監査結果報告に記載し、公表するものである。 

  なお、経済性、効率性及び有効性の意味は以下のとおりであり、これらを「３Ｅ」と

総称する。 

・経済性（Economy）・・・より少ない費用で実施できないか。 

・効率性（Efficiency）・・・同じ費用で、より大きな効果は得られないか。 

・有効性（Effectiveness）・・・目的を達成し、効果を上げているか。 

２ 指導事項とは、上記１以外で、軽微な誤りと認められる事項等である。 
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静岡市監査公表第２号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を

実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により下記のとおり公表する。 

平成31年３月29日 

静岡市監査委員  村 松   眞 

同     杉 原 賢 一 

同     遠 藤 裕 孝 

同     井 上 智 仁 

 

記 

 

１ 監査の基準 

  本件の監査は、静岡市監査基準（平成29年静岡市監査委員告示第１号）に基づいて実施

した。 

２ 監査の種類 

  定期監査（静岡市両河内財産区） 

３ 監査の対象 

  原則として、平成30年４月１日から同年10月31日までに執行された事務事業を対象に監

査を実施した。 

４ 監査の着眼点 

（１）予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）事務処理で法令等に違反するものはないか。 

（３）事務事業の執行に当たっては、財産区財産の管理及び処分又は廃止の適切な実施に努

めているか。 

（４）その他事務の執行が適正かつ的確に行われているか。 

５ 監査の主な実施手続 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が適正に行われて

いるかについて、正確性、合規性、３Ｅ（経済性、効率性、有効性）の観点から、関係書

類の調査、関係職員からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 



号  外          静 岡 市 報        平成31年４月10日   

  
4 

   

６ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

   監査委員事務局執務室など 

（２）日程 

   平成30年11月９日から平成31年３月29日まで 

７ 監査の結果 

  監査した結果、指摘事項及び指導事項はなかった。 

 

 
（注） 

１ 指摘事項とは、法令、条例、規則等に違反している事項又は経済性、効率性、若しく

は有効性の観点から改善を要する事項など、特に指摘すべき事項として、地方自治法の

規定に基づき監査結果報告に記載し、公表するものである。 

  なお、経済性、効率性及び有効性の意味は以下のとおりであり、これらを「３Ｅ」と

総称する。 

・経済性（Economy）・・・より少ない費用で実施できないか。 

・効率性（Efficiency）・・・同じ費用で、より大きな効果は得られないか。 

・有効性（Effectiveness）・・・目的を達成し、効果を上げているか。 

２ 指導事項とは、上記１以外で、軽微な誤りと認められる事項等である。 

 


